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  介護予防支援等に関する重要事項説明書 

 

１．事業者 

 

２．事業所の概要 

事業所名称 伊勢市北地域包括支援センター 

所 在 地 伊勢市馬瀬町１０９４番地９ 

サービスを 

提供する地域 

伊勢市 

（神社港、竹ヶ鼻町、小木町、馬瀬町、下野町、大湊町、御薗町） 

職員体制 社会福祉士・主任介護支援専門員・看護師（経験あり） 

営業日 月曜日～金曜日 営業時間 ８時３０分～１７時１５分 

休業日 

土曜日、日曜日、祝日、１２月２９日～３１日及び１月１日～３日 

上記規定に関わらず、台風、地震などの災害、その他介護予防支援等の実施が困難な事態が発

生した時には、事業所の判断により休業とする場合があります。 

 

３．サービスの内容（契約書第３条） 

 （１）運営の方針 

    利用者が自立した日常生活を営むことができるように配慮し、利用者の選択に

基づき、適切なサービスが提供できるよう、公正中立な介護予防支援等を行いま

す。 

 （２）介護予防サービス・支援計画等の作成 

次の各号に定める事項を行い、介護予防サービス・支援計画等を作成します。 

① 利用者の自宅等を訪問し、利用者及び利用者の家族に面接して情報を収集し、

解決すべき課題を把握します。 

②当該地域における介護予防サービス等の内容、利用料等の情報を適正に利用者及

び利用者の家族に提供します。利用者は複数の介護予防サービス事業所等の紹介

を求めることができます。 

③提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上の留意点を 

盛り込んだ介護予防サービス・支援計画等の原案を作成します。 

④介護予防サービス・支援計画等の原案に位置付けた指定介護予防サービス事業所

等の選定理由を利用者及び利用者の家族に説明し、利用者から文書による同意を

受けます。 

⑤その他、介護予防サービス・支援計画等の作成に関する必要な支援を行います。 

⑥介護予防サービス・支援計画等作成後、その内容に基づいて給付管理を行います。 

名称 伊勢市北地域包括支援センター設置者 

社会福祉法人 邦栄会 

所在地 伊勢市小俣町本町３４１番地１０４ 

代表者氏名 理事長 西口 憲次 

設立年月日 平成６年７月１１日 
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４．料金（契約書第７条） 

  介護予防支援又は介護予防ケアマネジメント（介護予防サービス・支援計画等作成

等）に関するサービス利用料金については別紙のとおりとし、利用者の自己負担はあ

りません。 

   ただし、介護予防支援の利用者が、保険料滞納等により介護保険からサービス利用

料金に相当する給付を受領することができない場合は、一旦料金をお支払いいただき、

サービス提供証明書を発行することになります。この証明書を市介護保険課に提出す

ると払い戻しされる場合があります。 

 

５．秘密保持及び個人情報の保護（契約書第９条） 

 

６．事故発生時の対応（契約書第 10条） 

 

７．賠償責任（契約書第 11条） 

 

８．契約の終了と更新（契約書第２条、第８条） 

   契約の有効期間については、契約書にある満了日で一旦終了となります。ただし、

利用者が事業者に対して、契約終了を申し出ない限り、自動更新となります。 

 

９． 介護予防支援等に関する相談・苦情（契約書第 15条） 

利用者が医療機関に入院した場合には、利用者は当該医療機関に担当職員の氏名及び

連絡先をお伝えください。 

 

10． 介護予防支援等に関する相談・苦情（契約書第 12条） 

【地域包括支援センターの窓口】 

伊勢市北地域包括支援センター 

所 在 地 伊勢市馬瀬町１０９４番地９ 

電話番号 ６５－５０７０ 

FAX番号  ６５－５０７５ 

受付時間 ８時３０分～１７時１５分（月～金） 

【市の窓口】 

■介護予防支援に関すること 

伊勢市介護保険課 

 

■地域包括支援センターに関すること 

伊勢市福祉総合支援センター 

■伊勢市介護保険課 

所 在 地 伊勢市岩渕１丁目７番２９号 

電話２１－５５６０・FAX ２０－８５５５ 

受付時間 ８時３０分～１９時００分（月） 

８時３０分～１７時１５分（火～金） 

 

■伊勢市福祉総合支援センター 

 所 在 地 伊勢市宮後１丁目１番３５号 

電話２１－５５８３・FAX ６３－５４２０ 

受付時間 ８時３０分～１９時００分（月） 

８時３０分～１７時１５分（火～金） 
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【その他の窓口】 

 三重県国民健康保険団体連合会 

 保健介護福祉課介護障害福祉係 

所在地 津市桜橋２丁目９６番地 

三重県自治会館 ２階 

電話番号 ０５９－２２２－４１６５ 

受付時間 午前９時～午後５時（月～金） 

（祝祭日を除く） 

 

 

11.虐待防止に関する事項 

（１）利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講

ずるものとします。 

①虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果

について従業者に周知徹底を図るものとします。 

②虐待防止のための指針を整備します。 

③虐待防止のための定期的な研修を実施します。 

④前３項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。 

 （２）虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市へ通報す

るものとします。 

 

 

12.第三者評価の実施状況  

実施所の有無 無 

直近の実施年月日 － 

評価機関の名称 － 

評価結果の開示状況 － 
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（重要事項説明書別紙） 

〔サービス利用料金〕 

介護予防支援費  ４，４２０円/月 

介護予防ケアマネジメント費  
Ａ ４，４２０円/月 

Ｂ ３，６１０円/月 

初回加算 ３，０００円 

委託連携加算 

 ・介護予防支援費及び介護予防ケアマネジメント費

Ａに限る。 

・地域包括支援センターが介護予防支援又は介護予

防ケアマネジメントを委託する際、利用者に係る必

要な情報を事業所に提供し、事業所における支援計

画書の作成等に協力した場合に、利用者１人につき

１回を限度として算定する（当該委託を開始した日

の属する月に限る）。 

３，０００円 
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個 人 情 報 使 用 同 意 書 

 

 

私及びその家族の個人情報については、下記に記載するところにより、必要の範囲内で

使用することに同意します。 

 

記 

 

 １ 使用する目的 

   利用者のための介護予防サービス・支援計画の作成（変更）等に沿って、円滑にサ

ービスが実施されるために開催される伊勢市生活支援会議・サービス担当者会議や、

関係機関との連絡調整等において、必要な場合に使用する。 

 

２ 使用する期間 

   伊勢市北地域包括支援センターとの契約期間 

 

３ 個人情報の内容 

  要介護・要支援認定に係る調査内容、介護認定審査会における判定結果・意見、主

治医意見書、利用者基本情報、支援・対応経過シート、アセスメントシート、その

他個人に関する記録及び家族に関する情報 

 

４ 条件 

（１）個人情報の提供は必要最小限度とし、提供にあたっては関係者以外の者に漏れる

ことのないよう細心の注意を払うこと。 

（２）心身状態の増悪など緊急を要すると判断した場合は、必要最低限の個人情報を上

記以外の者に提供することがある。その場合は、相手方に対して、関係者以外の者

に漏れることの無いよう厳重に注意を促すとともに、速やかに利用者に対して報告

すること。 

（３）事業者は、個人情報を使用した会議、相手方、内容について記録しておくこと。 
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   介護予防支援等の提供開始にあたり、利用者に対して「介護予防支援等に関する重

要事項説明書」及び「個人情報使用同意書」に基づいて必要な事項を説明しました。 

 

   令和  年  月  日 

 

事業者 所 在 地 伊勢市馬瀬町１０９４番地９ 

                事業所名 伊勢市北地域包括支援センター 

説明者氏名               印 

（署名の場合は押印不要） 

 

（説明代行）居宅介護支援事業所     

    所 在 地    

                事業所名    

説明者氏名               印 

（署名の場合は押印不要） 

 

私は、本書面により上記内容の説明を受け、同意しました。 

   

      利用者 

         住 所  伊勢市 

 

         氏 名                 印 （署名の場合は押印不要） 

 

        （代筆者                  ） 

 

      利用者の家族又は代理人   

住 所   

 

         氏 名                 印 （署名の場合は押印不要） 

（続柄        ） 

 

 


